
 

登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、介護職員初任者研修を修了し、かつ、市内の介護保

険事業所において介護サービスに従事する者に対し、市が予算の範囲内

において当該研修の受講に係る費用の一部を助成することにより、当該

介護サービスに従事する者の負担の軽減を図り、もって介護従事者の確

保及び職場への定着を支援することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

（１）介護職員初任者研修  介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）第３条第１項各号に掲げる研修で、介護保険法施行規則 (平成１１

年厚生省令第３６号 )第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任

者研修課程に係るものをいう。  

（２）介護保険事業所   市内で次に掲げる介護サービスを行う事業所をい

う。 

ア  介護保険法(平成９年法律第１２３号。以下「法」という。)第８

条第１項に規定する居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除

く。）  

イ 法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス  

ウ 法第８条第２６項に規定する施設サービス  

エ 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問

看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指

導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。） 

オ 法第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービス  

（３）養成機関 都道府県知事又は介護保険法施行令第３条第２号に規定

する介護員養成研修事業者をいう。  

（助成対象者) 

第３条  登別市介護職員初任者研修受講費用助成金 (以下「助成金」とい

う。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住

所を有し、第８条に規定する助成金の交付を申請する日において納期の

到来した市税について完納している者であって、かつ、第１１条に規定

する助成金の交付の日まで継続して介護保険事業所に介護職員として

就労している者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。  



 

（１）第６条に規定する受講計画書を提出する日において就労していない

者であって、介護職員初任者研修を修了し、かつ、介護保険事業所に

就労した者  

（２）第６条に規定する受講計画書を提出する日において介護保険事業所

に就労している者であって、介護職員初任者研修を修了した者  

２ 前項の規定にかかわらず、助成金の交付の申請に係る介護職員初任者

研修の受講費用について他の助成を受けている者は助成の対象となら

ない。 

（助成対象経費) 

第４条 助成金の交付の対象となる経費は、介護職員初任者研修の受講費

用(必須の受講料、教材費及び実習費をいう。以下同じ。)であって、助

成対象者が当該研修を実施した養成機関に支払った額とする。  

 （助成金の額）  

第５条  助成金の額は、受講費用のうち４０，０００円を限度に助成する

ものとする。ただし、受講費用が４０，０００円に満たない場合は、そ

の額とする。  

（受講計画書の提出）  

第６条  助成金の交付を受けようとする者（以下「受講計画書提出者」と

いう。）は、介護職員初任者研修の申込みを行う前に、介護職員初任者

研修受講計画書（別記様式第１号。以下「受講計画書」という。）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。  

（１）住民票の写し  

（２）就業証明書（第３条第１項第２号に規定する者に限る。別記様式第

２号。） 

（３）介護職員初任者研修の概要が分かる書類  

（受講計画書の承認）  

第７条  市長は、前条に規定する受講計画書の提出を受けた場合は、速や

かにその内容を審査し、適当と認めるときは介護職員初任者研修受講計

画承認通知書（別記様式第３号）により、不適当と認めるときは介護職

員初任者研修受講計画不承認通知書（別記様式第４号）により受講計画

書提出者に通知するものとする。  

（交付申請 ) 

第８条 前条に規定する受講計画書の承認を受けた者は、登別市介護職員

初任者研修受講費用助成金交付申請書 (別記様式第５号 )に次に掲げる

書類を添えて、第３条第１項第１号に規定する者にあっては介護職員初

任者研修を修了し、かつ、市内の介護保険事業所に就労した日の翌日か



 

ら介護職員初任者研修を修了した日の属する年度（以下「研修修了年度」

という。）の３月末日までに、第３条第１項第２号に規定する者にあっ

ては介護職員初任者研修を修了した日の翌日から研修修了年度の３月

末日までに市長へ申請するものとする。  

（１）住民票の写し（受講計画書提出日後、市内で住所変更した者に限る。） 

（２）市税の納税証明書  

（３）就業証明書（第３条第１項第１号に規定する者に限る。別記様式第

２号。） 

（４）介護職員初任者研修に係る受講費用の領収書の写し  

（５）介護職員初任者研修に係る修了証明書の写し  

（６）その他市長が必要と認める書類  

(交付の決定) 

第９条  市長は、前条の申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、

適当と認めたときは登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付決

定通知書(別記様式第６号)により、適当でないと認めたときは登別市介

護職員初任者研修受講費用助成金不交付決定通知書 (別記様式第７号 )

により前条の規定により申請をした者に通知するものとする。 

（交付請求）  

第１０条  前条の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

が助成金の交付を受けようとするときは、登別市介護職員初任者研修受

講費用助成金交付請求書（別記様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出するものとする。 

（１）登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付決定交付決定通知書

の写し  

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（助成金の交付）  

第１１条 市長は、前条の登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付

助成金交付請求書を受理したときは、請求を受けた日から３０日以内に

交付決定者に対し助成金を支払うものとする。  

（助成金の返還等)  

第１２条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、

助成金の交付の決定を取り消すことができる。  

（１）助成金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったと認めたとき。 

（２）助成金を交付した日において、第３条第１項第１号に規定する者に

あっては第８条に規定する助成金の交付を申請した日に就労してい

た介護保険事業所に、第３条第１項第２号に規定する者にあっては第



 

６条に規定する受講計画書を提出した日に就労していた介護保険事

業所に継続して就労していないと認めたとき。  

（３）その他市長が必要と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又はその一部

の返還を求めることができる。  

（委任)  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

 

附  則（平成２９年告示第１２５号）  

この告示は、平成２９年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第１号（第６条関係）  

 

介護職員初任者研修受講計画書  

 

  年   月   日  

 

登別市長  様  

 

提出者  住   所  

                              氏   名           ㊞  

                        電話番号  

 

介護職員初任者研修の受講計画について、登別市介護職員初任者研修受講費用助成金

交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 

記  

 

介護職員初任

者  

研修受講内容  

主催者   

名  称   

期  間    年    月    日～     年    月    日  

受講費用  

見込み額  
（                 ）  円  

介護保険事業

所  

就労の有無  

□   現在介護保険事業所に就労している  

  勤務先（                   ）  

  就労期間（    年   カ月）  

□   現在介護保険事業所に就労していない  

添付書類  

□   住民票の写し  

□  就業証明書（現在介護保険事業所に就労している者に限る。）（第

２号様式）  

□  介護職員初任者研修の概要が分かる書類  

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第２号（第６条・第８条関係）  

 

就業証明書  

 

年   月   日  

 

登別市長  様  

 

所 在 地 

法 人 名 

                             代表者名           ㊞  

 

      

年   月   日時点において、次の者を介護職員として雇用していることを

次のとおり証明します。  

 

記  

 

被雇用者  

氏  名   

住  所   

就業開始の日  
  年   月   日から、現在まで下記勤務地にお

いて就労しています。  

雇用形態  □  常勤    □  非常勤  

雇用者  

法人名   

所在地   

電話番号   

勤務地  

名  称   

所在地   

電話番号   

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第３号（第７条関係）  

登   第     号  

年   月   日  

 

           様  

 

登別市長          印  

 

介護職員初任者研修受講計画承認通知書  

 

    年  月  日付けで提出のありました介護職員初任者研修受講計画書について、

登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱第７条の規定により、承認と決定し

ましたので通知します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第４号（第７条関係）  

登   第     号  

年   月   日  

 

           様  

 

登別市長          印  

 

介護職員初任者研修受講計画不承認通知書  

 

    年  月  日付けで提出のありました介護職員初任者研修受講計画書について、

登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱第７条の規定により、不承認と決定

しましたので通知します。  

 

記  

 

 不承認とする理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第５号（第８条関係）  

 

登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付申請書  

 

  年   月   日  

 

登別市長  様  

 

申請者  住   所  

                        氏   名          ㊞  

                        電話番号  

 

 登別市介護職員初任者研修受講費用助成金の交付を受けたいので、登別市介護職員

初任者研修受講費用助成金交付要綱第８条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記  

 

申請者  

フリガナ  

氏  名  

 

住  所   

生年月日       年    月    日  性  別  男・女  

電話番号   

介護職員初任

者  

研修受講内容  

主催者   

名  称   

修了年月日        年    月    日  

受講費用  （                 ）  円  

交付申請額  （                 ）  円  

添付書類  

□   住民票の写し（研修受講計画書提出日後、市内で住所変更した

者に限る。）  

□  市税の納税証明書  

□  就業証明書（研修受講計画書提出日後、市内の介護保険事業所に

就労した者に限る。） (第２号様式 ) 

□  介護職員初任者研修に係る受講料の領収書の写し  

□  介護職員初任者研修に係る修了証明書の写し  



 

 

別記様式第６号（第９条関係）  

登  第    号  

 

登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付決定通知書  

 

申請者   住  所  

                       氏  名  

 

    年  月  日付けで申請のありました標記助成金について、登別市介護職員初任

者研修受講費用助成金交付要綱第９条の規定により、次のとおり交付することを決定し

ましたので通知します。ただし、次の条件を守らなければなりません。  

 

     年   月   日  

 

登別市長          印  

 

記  

 

１  助成金の額は、次のとおりとします。  

   交付決定額         円  

２  この助成金は、本目的以外に使用してはなりません。  

３  登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱第１２条第１項各号に該当す

ることとなったときは、既に交付した助成金の全部又はその一部の返還を求めるこ

とがあります。  

４  この交付決定通知書により、助成金の請求をするときは、本書の謄本を添付してく

ださい。  

  



 

 

別記様式第７号（第９条関係）  

登   第     号  

年   月   日  

 

           様  

 

登別市長          印  

 

登別市介護職員初任者研修受講費用助成金不交付決定通知書  

 

    年  月  日付けで申請のありました標記助成金について、登別市介護職員初任

者研修受講費用助成金交付要綱第９条の規定により、不交付と決定しましたので通知し

ます。  

 

記  

不交付とする理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第８号（第１０条関係）  

年   月   日  

 

登別市介護職員初任者研修受講費用助成金交付請求書  

 

 

金  額              円  

 

 登別市介護職員初任者研修受講費用助成金として上記金額を登別市介護職員初任者

研修受講費用助成金交付要綱第１０条の規定により請求いたします。  

 

 

登別市長  様  

 

請求者  住 所             

   氏 名          ㊞  

            電話番号              

 

 

 

銀  

行  

等  

銀行        

金庫       

組合  

      本・支

店  

 

      本・支

所  

１．  普通  

 

２．当座  

口

座

番

号  

右づめで記入してください  

       

ゆうちょ銀行  記号  
     

番号  
       

口座名義人  

フリガナ     
              

氏名   

 


